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 障がい者・児福祉サービス版  

 

福島県福祉サービス第三者評価結果表 
 

① 施設・事業所情報 

名称：福島ケアサービス須賀川 種別：就労継続支援 A型事業所 

代表者氏名：遠藤 泰来 定員（利用人数）：   20名 

所在地：福島県須賀川市台 166 アルフェックスビル 201                        

TEL：0248-94-6627 ホームページ：https://fukushimacare.jp 

【施設・事業所の概要】 

 開設年月日： 2023年 4月 1日  

 経営法人・設置主体（法人名等）：福島ケアサービス株式会社 

 職員数 常勤職員：      6名 非常勤職員        2名 

 専門職

員 

サービス管理責任者：2名 賃金向上達成指導員：1名 

介護福祉士：3名  

  

 施設・

設備の

概要 

（居室数） （設備等） 

作業訓練室(１部屋 ) 

事務所兼作業訓練室(１部屋 ) 

相談室( 1部屋 ) 

静養室(１部屋 ) 

給湯室(１部屋 ) 

男性トイレ(１部屋 ) 

女性トイレ(１部屋 ) 

 

① 理念・基本方針 

運営方針：私たち福島ケアサービスは、利用される方々にもっと指示される事業

所を目指しています。 

運営理念：私たち福島ケアサービスは障害をお持ちの方々が地域社会の一員とし

て、安心・快適・笑顔でともに働き続けられる支援環境を提供し続けます。 

 

② 施設・事業所の特徴的な取組 

利用者様に一般就労に必要なスキルを身につけていただけるよう、自分のペース 

でコツコツと取り組めるお仕事、納期のあるお仕事、企業に出向して働く外部就 

労など様々な作業に取り組んでいただけるようサポートしています。また、一般 

就労へのステップアップカリキュラムを整備し、利用者様個々に合わせた支援を 

心がけています。 

 

 

④ 第三者評価の受審状況 

 評価実施期間 

 

 令和７年 ５月 １日（契約日） ～ 

令和７ 年１１月１２日（評価結果確定日） 
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 受審回数（前回の受審時

期） 

      回（     年度） 

 

⑤ 第三者評価機関名 

NPO法人福島県福祉サービス振興会 

 

⑥ 総評 

◇特に評価の高い点 

 

１．福祉サービスの質の向上に向けた組織全体の取組について 

福祉サービスの質の向上に向けて､関係機関との連携のもと､障がい者福祉の現状

や地域ニーズの把握に努め､月次の法人全体の管理者会議（代表取締役･管理者･サー

ビス管理責任者等）や従業員ミーティング（全体会議）で検証を深めている。また､

日々利用者が記す作業日報から様々な要望等を吸い上げて､業務の改善並びにサービ

スの質の向上に活かしている。少人数の事業所でもあり､職員間のコミュニケーショ

ンも図りやすく､朝礼や終礼で実情に即応した対策が検討され､翌日からの業務に反

映させている。 

 

２．個別支計画の策定について 

アセスメント手法が定められており、将来の目標、人間関係、課題、前職で抱え

ていた悩み、受けている福祉サービス、得意なこと、苦手なこと等詳細にサービス

管理責任者がアセスメントを行い、個別支援計画原案を作成し、職員が参加し検討

会を開き策定している。個別支援計画は利用者に説明し理解を得たうえで同意をも

らっている。自閉症など困難なケースでは医師の意見書、家族、相談支援事業所の

相談支援専門員の助言も得て策定している。 

 

３．就労移行への取り組みについて 

 就労に移行するときは、就業先に「ナビゲーションブック」で本人の状況、通院

状況、体調、コミュニケーションの方法、就業の際配慮してほしい事項（合理的配

慮）などを伝え、配慮を求める等就労及び継続への支援を行っている。意思決定が

困難な利用者の場合は、相談支援事業所相談員にも関わっていただき時間をかけて

本人が選択できるよう支援している。説明は障がい特性に合わせ、筆談、口話等利

用者とのコミュニケーションが取れるよう工夫をしている。就職後も電話や面談、

メールなどで利用者が相談しやすい職員を選んで定期的に相談に応じ就労継続出来

るよう支援している。 

 

◇改善を求められる点 

 

１．中･長期計画並びに単年度事業計画の策定について 

 パンフレットやホームページに明記されている法人理念や職員行動指針等の実現
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に向けた具体的取組を示す､中･長期計画や単年度事業計画が策定されていない。 

今後は､法人が掲げる目標（ビジョン）の実現に向けて､組織体制や設備の整備､人

材育成等を含めた中･長期計画の策定が必要と考える。併せて当該年度における具体

的事業計画（単年度の事業計画と収支計画）の策定を期待したい。 

 

２．苦情に対応する外部の第三者委員について 

苦情解決責任者、苦情受付担当者は重要事項説明書に明示され、利用契約を結ぶ際説明す

る他事業内にも掲示し周知している。 

 なお、苦情に対応する外部の第三者委員は専任されていないので、国の苦情解決制度に沿

って障がい福祉に知見を持っている方などに委嘱することが望まれる。また、苦情内容や対

応結果も個人情報保護に配慮しつつ公表することも望まれる。 

 

 

⑦ 第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

  

このたびは、当施設のサービス向上に向けた組織的な取り組みや、丁寧なアセス

メントに基づく個別支援計画の策定、就労移行におけるきめ細かな支援体制をご評

価いただき、誠にありがとうございます。今後も利用者の状況に寄り添いながら、

よりよい支援の提供に努めてまいります。 

また、中・長期計画および単年度事業計画の整備、外部第三者委員の選任につい

てのご指摘は真摯に受け止め、早急に検討・改善を進めてまいります。利用者の皆

さまが安心して相談・利用できる環境づくりに、引き続き職員一同取り組んでまい

ります。 

 

 

 

 

⑧ 第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 
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（別紙） 

 障がい者・児福祉サービス版  

 

第三者評価結果（共通評価基準） 
 

※すべての評価細目（45項目）について、判断基準（a・b・

cの 3段階）に基づいた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記

述する。 
 

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-１-(１) 理念、基本方針を確立・周知している。 

１ Ⅰ-１-(１)-① 理念、基本方針を明文化し周知を図っている。 a・ⓑ・c 

<コメント> 

運営方針に「利用される方々にもっとも支持される事業所を目指す」ことを掲げると共

に運営理念を明文化している。併せて運営方針及び理念の具現化に向けて､職員行動指針

や利用者目標を定め､パンフレット並びに作業スペースに掲示している。 

今後は､理念･運営方針等について月次会議などを活用して､職員への理解･周知を図る取

り組みが望まれる。またホームページにも会社案内（COMPANY BROCHURE）に加えて､法人

パンフレットも掲載して､理念･運営方針等を広く周知されることも期待したい。 

 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-２-(１) 経営環境の変化等に適切に対応している。 

２ Ⅰ-２-(１)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況を的確に把握・分

析している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定や須賀川市第４次障がい者福祉計画（令和６～

11年度）への理解並びに須賀川地方地域自立支援協議会等との連携協働のもと､事業経営

を取り巻く環境と経営把握･分析に努めている。収益基盤の安定･拡大に向けて毎月の経営

状況の確認､課題の修正､スコア表の実践内容の確認等､事業の運営状況について適切に把

握･分析している。 

 

３ Ⅰ-２-(１)-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい a・ⓑ・c 
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る。 

<コメント> 

 毎月､法人全体の管理者会議を開催し､事業所の経営課題に関する報告､協議･検討などを

行っている。事業所内でも月次の従業員ミーティングを開催し､現場で生起する課題の共

有や解決策の協議等､具体的な取組を進めている。 

 今後は予算収支を盛り込んだ単年度の事業計画を策定し､月次の収支報告､事業計画の進

捗･達成状況の分析などを期待したい。 

 

 

Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画を明確にしている。 

４ Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画を策定してい

る。 

a・b・Ⓒ 

 

<コメント> 

 2023年４月１日に開業し､地域ニーズのアセスメントを深めながら事業を展開している

が､現時点において法人･事業所共に中･長期計画は策定していない。 

今後は､理念や運営方針の実行･実現に向けて具体的な取組､目標（ビジョン）等を明確

にした中･長期計画の策定を期待したい。 

 

５ Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画を策定してい

る。 

a・b・Ⓒ 

<コメント> 

 中･長期計画と共に単年度も事業計画も策定されていない。 

 今後は､中･長期計画を策定のもと､当該年度における具体的な事業､サービス提供に関わ

る具体的な年度計画（単年度の事業計画と収支計画）の策定を期待したい。 

 

Ⅰ-３-(２) 事業計画を適切に策定している。 

６ Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しを組

織的に行い、職員が理解している。 

a・b・Ⓒ 

 

<コメント> 

 法人全体の管理者会議を毎月開催し､事業所の目標や課題に関する報告･共有化が図られ

ている。事業所の従業員ミーティングでも業務内容の評価･見直し等を行っている。しか

し､現時点では事業計画の策定には至っていない。 

 今後は､職員参画､意見集約･反映の仕組みを組織内で構築し､単年度事業計画の策定･評

価･見直し等の取組を期待したい。 

 

７ Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知し、理解を促している。 a・b・Ⓒ 

<コメント> 
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 作業スペースに事業所の運営方針や理念を掲示して周知､理解を促しているが､単年度事

業計画の策定には至っていない。 

今後は単年度の事業計画策定と利用者等にも説明しやすく､理解が促進されるような簡

易版を作成するなどの取組も期待したい。 

 

 

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組を組織的・計画的に行っている。 

８ Ⅰ-４-(１)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組を組織的に行

い、機能している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 福祉サービスの質の向上に向けて､須賀川市を始め､各市町村役場､社会福祉協議会､ハロ

ーワーク等との連携のもと､障がい者福祉事業の情報収集に努めている。収集した情報の

共有や事業所の課題などを月次の法人全体の管理者会議で検証を深めている。また､スコ

ア方式に基づく事業所の総合評価を実施すると共に､作業日報から利用者の声を吸い上げ

て､業務の改善並びにサービスの質の向上に活かしている。 

 

９ Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明

確にし、計画的な改善策を実施している。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

 月次の法人全体の管理者会議並びに事業所ごとの従業員ミーティングにて業務上の課題

を共有･分析して､改善策の検討を行っている。また､利用者の作業遂行状況の評価･分析等

を通して個別支援計画の必要な見直しが行われ､計画的･効果的なサービス提供が行われて

いる。 

 今後は､評価結果から導き出された取組むべき課題について､その改善策を事業計画等に

盛り込み､計画的･組織的に進めていくことを期待したい。 

 

 

評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-１-(１) 管理者の責任を明確にしている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理

解を図っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 運営規程において管理者の職務内容が記載され､自らの役割や責任について､会議や研修
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の場でも表明し理解を図っている。運営規程は事業所内にも掲示し､利用者や来訪者への

周知にも努めている。業務継続計画（ＢＣＰ）でも管理者の役割と責任について明確に定

められ､職員への理解も図っている。 

 

11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行

っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

月次の法人全体の管理者会議にて新しい法令などについて学びを深め､事業所の従業員

ミーティングにて職員全体に周知するようにしている。虐待防止委員会や身体拘束廃止に

ついての研修会等の開催に加えて､運営規程に身体拘束の禁止､虐待防止の基本方針､ハラ

スメントの防止等を明記､事業所内にも掲示･周知を図り､法令遵守に取り組んでいる。ま

た､障害者サービス事業者人員･運営基準自己点検シートによる現状確認を通して､法令等

を遵守した事業経営に努めている。 

 

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップを発揮している。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指

導力を発揮している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 毎月開催の職員研修会で知識･技術の習得､職員のスキルアップを図ると共に､管理者が

中心となり朝礼で業務の確認､終礼では利用者の声も踏まえた一日の振り返り等を行い､サ

ービスの質の向上に指導力を発揮している。利用者の意見に耳を傾け､利用者が感じてい

る支援への課題を把握し､職員と共有している。また管理者は､随時の職員への声かけや意

見等の聴取を通して働きやすい職場環境づくりにも注力している。 

 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を

発揮している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 管理者は代表取締役と共に人事･労務･財務面での分析に努めている。少人数の事業所で

もあり､日々の朝礼や終礼で課題に即応した対応が検討され､業務改善につなげている。一

日の業務の振り返り､課題の抽出等を終礼で行い､翌日の朝礼で課題を再確認している。そ

の上で当日の業務に就き､改善の実施状況を再度終礼で確認するなどし､業務改善の効率性

を高めている。加えて職員全体で効果的な事業運営が出来るよう月次の従業員ミーティン

グにおいて日々の業務検討を行っている。 

 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制を整備している。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画 a・ⓑ・c 
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を確立し、取組を実施している。  

<コメント> 

 職員配置基準に基づき､適切な人員配置を行っている。また､介護福祉士の有資格者も多

く､業務に必要な資格取得を法人全体で推奨している。ハローワーク､外部の求人会社､ホ

ームページ等を通して求人活動を行っているが､小規模かつ開業間もない事業所でもあり

計画的な採用とはなっていない。 

 今後は法人の理念･運営方針や事業計画に沿って必要な人材や人員体制について組織と

して具体的な計画をもって取り組まれることを期待したい。 

 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理を行っている。 a・ⓑ・c 

<コメント> 

 人事評価規程､キャリアパス表､職業能力体系図等を定め､一定の業務成績及び能力を評

価し､昇級･昇格､教育訓練の適正を図り､経営能率の向上に努めている。人事評価表には

「今期の会社目標」を掲げ､目標達成に向けた業務･能力､役割･スキル､姿勢･態度（情意）

など１５項目の自己評価･上司評価を行い､昇級･昇格に反映させている。職種による役割

定義は定められているが､法人が「期待する職員像」の明確化には至っていない。 

 今後は､法人の理念や運営方針､職員行動指針を踏まえた「期待する職員像」を明文化し

て､職員が自らの将来像が描けるような総合的人事管理を期待したい。 

 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮している。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく

りに取組んでいる。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

事業所では､職場内でのハラスメント相談等を受けるための対応として「相談窓口設置の

お知らせ」を配布･周知して､職員の心身の健康と安全の確保に注力している。代表取締役

や管理者は職員の有給休暇の取得や時間外労働のデータを確認し､適切な就業状況の確保

に努めている。管理者は､職員といつでも直接あるいはチャットワーク等を活用して間接的

にも話せる環境づくりに努めている。職員の意見･要望については月次の従業員ミーティン

グで課題を共有するなど､働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる。 

 

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制を確立している。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a・ⓑ・c 

<コメント> 

 法人が期待する職員像は､職員行動指針や会社案内の「私たちが心がけていること」並

びに人事評価規程に記す等級表及び昇格基準表の役割定義から読み取ることが可能だが､

職員ひとり一人の目標管理のための仕組みづくりには至っていない。 

 今後は､期待する職員像や理念･運営方針等を踏まえた事業所の全体目標を明確にした上

で､職員ひとり一人の目標を設定し､育成に向けた取組を期待したい。 

 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画を策定し、 a・ⓑ・c 
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教育・研修を実施している。  

<コメント> 

運営規程において「職員の資質向上のために研修の機会を設ける」旨を規定し､採用時

研修や継続研修､事業所内研修等､計画的に職員教育･研修を実施している。また「支援の

基本～精神障がいのある方と関わる職員として～」のリーフレットを作成し､職員の教育

に活用している。  

今後は運営規程の他､職員の教育･研修に関する基本方針や規程等を策定され､理念･運営

方針を具現化するための目標を明確にした研修計画の策定を期待したい。 

 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会を確保している。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

事業所内研修では法定研修に加え､障害特性の理解や支援記録の書き方､車いすの介助･

杖歩行の介助法など､広範な学びの機会を設けている。福祉職員キャリアパス対応生涯研

修や障がい者就労支援に関する基礎研修､安全衛生推進者養成研修などの外部研修の他､利

用者の知識･能力向上に向けた「ビジネスマナー講習会」には利用者と共に職員も受講す

るなど､サービスの質の向上を目指す取組をしている。外部研修受講や資格取得研修につ

いては会社から費用補助がある。 

 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成を適切に行っている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成

について体制を整備し、積極的な取組をしている。 

a・b・c 

 

<コメント> 

 非該当 

 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組を行っている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開を行ってい

る。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

 ホームページにて会社案内（COMPANY BROCHURE）のダウンロードが可能となっている。

また､スコア表及び利用者の知識･能力向上実施状況報告や一般事業主行動計画なども公開

している。運営方針や理念､サポート体制等を記したパンフレットも地域の支援機関や関

係者に広く配布している。 

 今後は､事業計画や事業報告､予算･決算報告､苦情等の対応状況についての情報も公表

し､事業運営のさらなる透明性の確保を期待したい。 

 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組 a・ⓑ・c 
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を行っている。  

<コメント> 

 公正かつ適正な運営に向けて､規則規程の整備や法改正への対応等については適宜社会

保険労務士からの相談助言を得ている。事務､経理､取引等についても税理士より定期的な

確認､指導を受け､透明性の高い経営に努めている。一方､運営規程において職務内容が定

められているが､事務､経理､取引等に関するルール等については明確にされていない。 

 今後は､経理規程等の整備も踏まえて､事業経営･運営のさらなる適正性の確保を期待し

たい。 

  

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係を適切に確保している。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行って

いる。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

特別支援学校の「産業現場等における実習」（年２回）や地元中学校の特別支援学級の

生徒との交流会などを定期的に実施している。利用者と共に施設外の提携先企業への見学

会を催し､従業員から話を伺う機会も持っている。作業スペースに相談支援事業所の一覧

表の掲示や地域連携活動実施状況報告書をホームページに記載し､連携先企業の意見や評

価なども紹介している。 

今後は､利用者の希望や個別的状況に配慮しつつ､地域行事等への参加､地域交流の機会

の設定なども期待したい。 

 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確に

し体制を確立している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 ボランティア受け入れマニュアルを策定し､目的（基本姿勢）や受け入れ手順､利用者と

の接し方､ボランティア保険､活動記録等について明記している。ボランティアの活動実績

はないが､受け入れに当たっての体制は整っている。教職員向けの事業所見学会や生徒･保

護者への見学受け入れなど､地域との連携に配慮した取組も行っている。 

 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携を確保している。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、

関係機関等との連携を適切に行っている。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

適正な事業運営に向けて､須賀川市を始め､各市町村役場､社会福祉協議会､ハローワーク

等関係機関との連携を図っている。併せて須賀川地方地域自立支援協議会就労支援部会に

参加し､障がい者支援の現状や地域福祉ニーズの把握に努めている。 
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今後は､個々の利用者の状況に応じた社会資源のリスト化や資料の整備､職員間での情報

の共有化､さらなる地域ネットワーク化の促進等も期待したい。 

 

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組を行って

いる。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

各行政･民間関係機関との連携､須賀川地方地域自立支援協議会就労支援部会にも参加

し､事例検討や情報交換を通して地域福祉ニーズへの共通理解を図っている。地元の企業

訪問やハローワークからの情報も活用して､障がい者雇用の現状把握にも努めている。福

島県授産事業振興会との連携やマルシェ等の地域イベントへの積極的な参加などを通し

て､地域との交流と地域ニーズの把握に努めている。 

 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動を

行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 須賀川地方地域自立支援協議会就労支援部会主催の「障がい者施設と中小企業をつなぐ

ビジネスマッチング」に参加して､障がい者雇用の促進や企業が障がい者施設と連携し､地

域貢献による社会的責任（CSR）を推進する活動を行っている。また須賀川市の花材を活

用したハーバリウムは須賀川市ふるさと納税の返礼品にもなっている。地域と中小企業と

就労支援事業所をつなげるマルシェにも参加､利用者作品の販売ブースを設けて､障がい者

施設への理解促進や地域の賑わい創出に寄与している 

 

 

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

 第三者評価結

果 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢を明示している。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の

理解をもつための取組を行っている。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

 運営規程や重要事項説明書に理念、職員行動指針の中に利用者の人格や意思尊重が明文

化されている。事業所の中に掲示するとともに職員が入職時に説明して周知している。ま

た、人権や権利擁護については業務の合間に伝え周知している。 

 なお、福祉サービス提供時の基本となる倫理綱領は作成されていないので職員に徹底す

るためにも作成し、その価値観を職員が共有して支援に当たることが望まれる。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス

提供を行っている。 

a・ⓑ・c 
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<コメント> 

 利用者のプライバシー保護については利用契約書で規定し、個人情報を使用する際の

「個人情報使用同意書」を利用開始時に利用者から得ている。利用者は衝立で仕切る静養

室があり、休めたり着替えが出来きたりする環境となっている。 

 なお、利用者間ではプライバシー保護の観点から会話や交流に制限が設けられているが 

プライバシーマニュアルは整備されておらず、「プライバシーに配慮した障害者の把握・

確認ガイドライン（厚生労働省）」等を参考にマニュアルを作成することが望まれる。 

  

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）を適切に行っている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報

を積極的に提供している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 パンフレットを特別支援学校や関係機関に置いて周知するほか、新聞チラシなどを活用

し広く情報提供をしている。また、福島県授産振興会などが主催する製品販売会でチラシ

を配っている。見学、体験入所（5日間）を受け入れ丁寧に説明し、雇用につながってい

る。パンフレットは法改正や最低賃金改定の都度見直している。障がい者就労移行支援事

業所とも連携して周知に努めている。 

 

31 Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかり

やすく説明している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 利用開始時は重要事項説明書、利用契約書、パンフレットで丁寧に説明し理解を得て契

約している。仕事の内容も障害特性や希望に合わせ、パソコン業務、折り紙、フェルト絵

本作成、委託業務、外部就労などの中から体験する中で希望を聞いて選択している。業務

が合わない時はいつでも変更も出来るようになっている。利用者の状況によっては在宅勤

務にも応じている。 

 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福

祉サービスの継続性に配慮した対応を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 就労に移行するときは、就業先に「ナビゲーションブック」で本人の状況、通院状況、

体調、コミュニケーションの方法、就業の際配慮してほしい事項（合理的配慮）などを伝

え、配慮を求める等就労及び継続への支援を行っている。意思決定が困難な利用者の場合

は、相談支援事業所の相談員にも関わっていただき時間をかけて本人が選択できるよう支

援している。説明は障がい特性に合わせ、筆談、口話等利用者とのコミュニケーションが

取れるよう工夫をしている。就職後も電話や面談、メールなどで利用者が相談しやすい職

員を選んで定期的に相談に応じ就労継続出来るよう支援している。 

 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組 ⓐ・b・c 
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を行っている。  

<コメント> 

 個人面談（定期・随時）、毎日利用者が記入している日報で就業状況、体調など就労へ

の満足度や不満を把握できている。支援員が聞いた要望や意見は支援記録のその日の申し

送りノートに記録され、終礼、翌日の朝礼で検討され、勤務時間に変更、席替え、業務内

容の変更等臨機応変に対応できている。必要に応じて家族、本人、相談支援専門員を交え

た担当者会議を開催し対応を検討している。就労継続支援 A型事業所のため、家族会はな

いが利用者の自律度が高く、利用者との面談を通し、満足度の向上に努めている。 

 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制を確保している。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい

る。 

a・b・Ⓒ 

 

<コメント> 

 苦情解決責任者、苦情受付担当者は重要事項説明書に明示され、利用契約を結ぶ際説明

する他事業内にも掲示し周知している。 

 なお、苦情に対応する外部の第三者委員は専任されていないので、国の苦情解決制度に

沿って障がい福祉に知見を持っている方などに委嘱することが望まれる。また、苦情内容

や対応結果も個人情報保護に配慮しつつ公表することも望まれる。 

 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用

者等に周知している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 相談スペースがありプライバシーに配慮した相談が出来る環境になっている。望めば個

別面談にいつでも応じられる体制にあり、主として管理者が相談に応じているが、相談相

手も利用者が選べるようになっている。支援員が業務ごと就いており、利用者の様子や表

情からも悩みや体調の変化に気づける等話しやすい環境となっている。 

 

36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に

対応している。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

 障がい特性に配慮するとともにコミュニケーション手段も筆談など本人に合わせて、意

見や要望を早めに把握出来るよう取り組んでいる。日報には悩みや困り事の記入も推奨

し、変化をいち早く把握できるようにしている。家族からの困り事も把握し、職員会議で

検討し、対応している。 

 なお、いつでも、気軽に意見や要望を出せる、意見箱の設置やアンケートは行っていな

いので検討が望まれる。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組を行っている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク

マネジメント体制を構築している。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 
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 「事業所内における事故防止・事故対応マニュアル」があり管理者がリスクマネジャー 

となり、ヒヤリハットや事故について収集し、原因を分析し対応策を検討し予防に努めて

いる。刃物など危険な作業は、使った後の後始末を職員が行うほか癲癇の持病がある利用

者は小さな発作の段階で座って休むなど対策を取っている。記録を取り、スタッフミーテ

イングで対応を検討している。 

 なお、マニュアルは、関係機関として振興局福祉課があげられているが、実際の対応す

る保健福祉事務所等に見直すことが望まれる。また、事故防止委員会など組織体制の確立

が望まれる。 

  

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保の

ための体制を整備し、取組を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 「新型コロナウイルス感染症発生時における事業継続計画」、「感染症対応マニュアル」

があり、責任者、対応手順が明記されている。感染症対策委員会を中心に予防に取り組ん

でいる。動画を使い吐瀉物処理やガウンテクニックを研修している。手指消毒、体温確認

を行い３７度以上の出勤停止など予防対策に努めている。インフルインザ２名の感染にと

どまる等予防の成果が出ている。 

 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組

織的に行っている。 

a・ⓑ・c 

 

<コメント> 

 「非常災害対策計画」、「自然災害発生時における業務継続計画」があり避難訓練を行っ

ている。安否確認などは SNSのツールを使い迅速に確認できる体制となっている。今年度

は地震に伴う火災発生を想定した訓練を予定している。 

 なお、消防署立ち合い訓練は実施した経験がないので消防署の協力を得て総合訓練をす

るなど専門家の意見を聞く機会を設けることが望まれる。 

 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結

果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法を確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法を

文書化し福祉サービスを提供している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 利用者の経験や能力に応じて仕事の選択や職業スキルのステップアップできるよう初

級、中級、上級のレベル分けがなされ順次上位目標に向かって取り組めるシステムが構築

されている。また、仕事の内容ごとに作業工程表があり、分かりやすい内容で初心者でも

取り組めるようになっている。業務ごとに支援員がついており、工程表通りにできている

か確認している。 
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41 Ⅲ-２-(１)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みを確

立している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 やりづらい所は利用者の意見や支援員の意見も入れて見直している。見直したときは個

別支援計画にも工程表を確認しつつ作業に取り組むことを入れることで、利用者が目標と

して取り組めるようになっている。利用者はその日の体調によって作業を選べるようにな

っている。外部から委託を受けた業務については、その会社から工程表が示されており、

一般就労に向けた準備として守らなければならないことを理解して作業に当たっている。 

 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画を策定している。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定

している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 アセスメント手法が定められており、将来の目標、人間関係、課題、前職で抱えていた

悩み、受けている福祉サービス、得意なこと、苦手なこと等詳細にサービス管理責任者が

アセスメントを行い、個別支援計画原案を作成し、職員が参加し検討会を開き策定してい

る。個別支援計画は利用者に説明し理解を得たうえで同意をもらっている。自閉症など困

難なケースでは医師の意見書、家族、相談支援事業所の相談支援専門員の助言も得て策定

している。 

 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。 ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 支援員が計画の達成度も含めたモニタリングを行い、サービス管理責任者が本人のニー

ズを聞いて６か月ごと個別支援計画を見直している。人工透析が必要になった場合など、

利用者の状況に変化があった時は、勤務時間なども含め個別支援計画を随時見直す対応も

している。 

 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録を適切に行っている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録を適切

に行い、職員間で共有化している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

 支援状況は個別支援記録に毎日記入されている。利用者自身日報に作業状況、体調面、

その他本人の言葉などを毎日記入しており、その記録は職員間で共有できている。支援記

録の書き方も職員研修が行われ統一が図られている。記録システム内の情報は、パスワー

ド管理され共有できている。 

 

45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制を確立している。 a・ⓑ・c 
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<コメント> 

 「個人情報保護規程」があり、保管、保存等が決まられている。記録の管理責任者は管

理者となっており個人情報の保護についても研修、誓約書などで漏洩の防止に努めてい

る。利用者には利用開始の際重要事項説明書で説明している。業務の中でも個人情報保護

の観点から利用者間の不必要な情報交換を禁止するなど徹底を図っている。 

今後は、文書種別に応じた保存年限や廃棄方法等を記した文書管理規程等の策定を期待

したい。 
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 障がい者・児福祉サービス版  

 

第三者評価結果（内容評価基準） 
 

※すべての評価細目（19項目）について、判断基準（a・b・

cの 3段階）に基づいた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記

述する。 
 

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護 

 第三者評価結

果 

Ａ-１-(１) 自己決定の尊重 

A

① 

Ａ-１-(１)-① 利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っ

ている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

利用者の強みに着目し、社会生活が向上できるよう支援している。複数の作業の中か

ら、毎日自分で選択できる仕組みをとり、利用者の自己選択を尊重している。体調が優れ

ない時には静養室で休息をとるなど、無理なく個々の特性に応じて作業ができるよう配慮

している。事業所内でのルールは、利用者からの意見をもとに適宜見直しを図っており、

主体的な活動を促進している。 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-１-(２) 権利擁護 

A

② 

Ａ-１-(２)-① 利用者の権利擁護に関する取組を徹底している。 a・－・Ⓒ 

<コメント> 

虐待防止委員会と身体拘束廃止に関する委員会を設置し、年 1回研修会を行っている。

指針を作業所内に設置し、職員がいつもで確認できる仕組みをとっている。半年に 1回利

用者と面談を行い、利用満足度を聴き取り、本人を尊重し適切に事業所を利用できるよう

支援している。利用者の呼称や声掛けについて指示的にならないよう、尊厳をもった対応

を心掛けている。 

なお、虐待防止について早期に予兆を発見するためには、チェックリストは用意されて

いるが、実施はしていないので職員自身が自己の支援について振り返る機会を持つために

も実施が望まれる。 

 

Ａ-２ 生活支援 

 第三者評価結
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果 

Ａ-２-(１) 支援の基本 

A

③ 

Ａ-２-(１)-① 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。 ⓐ・b・c 

<コメント> 

自律・自立生活のための動機付け、生活関連サービスの利用支援など、利用者個々の状況に

応じた支援を行っている。生活保護受給者の収入証明書の発行など行政手続きも利用者から申

し出があった時は支援を行っている。 

 

A

④ 

Ａ-２-(１)-② 利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手

段の確保と必要な支援を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

利用者の心身に応じたコミュニケーションの手段を確保している。難聴でコミュニケー

ションをとることが難しい利用者には、口話や筆談で対応を図っている。自分の思いをす

ぐに言葉にすることが難しい利用者には、FAXの活用や事前に文書でまとめてもらうな

ど、利用者の状況に応じて個別にコミュニケーション手段を検討しながら支援を行ってい

る。 

 

A

⑤ 

Ａ-２-(１)-③ 利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切

に行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

半年に 1回の面談の他、利用者の希望に応じて、個別面談を適宜行い思いの把握に努め

ている。一日の終わりに記入する作業日報を通して、労働環境の改善に関する希望や作業

手順の見直しなどに関する意見があげられた場合は、朝礼と終礼時に支援者間で共有し、

利用者の意向に沿えるよう見直しを図り、利用者の意思が尊重されるよう取り組んでい

る。 

 

A

⑥ 

Ａ-２-(１)-④ 個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行

っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

個別支援計画に基づき、パソコン入力競争の情報を提供するなど、利用者の状況に応じ

た活動へ繋がるよう支援している。また、販売会に製作した作品を出展する際には、販売

日を周知し、利用者が販売会の様子を見に来るなど、地域活動へ参加できるよう取り組ん

でいる。 

A

⑦ 

Ａ-２-(１)-⑤ 利用者の障がいの状況に応じた適切な支援を行って

いる。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

障害特性と理解に関する研修会を年 2回開催し、障害に関する理解と支援の専門性の向

上に努めている。毎日の朝礼と終礼時や月 1回の職員ミーティングで、障がい特性に応じ

た支援の方法について検討見直しを図っている。個々の状況に応じて、作業所の明るさや
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席の配置など工夫している。 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(２) 日常的な生活支援 

A

⑧ 

Ａ-２-(２)-① 個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行って

いる。 

a・b・c 

 

<コメント> 

非該当 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(３) 生活環境 

A

⑨ 

Ａ-２-(３)-① 利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境を確

保している。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

個々の思いを丁寧に聴き取り、作業台の高さや室温の管理調整など、快適な環境で作業

ができるよう環境整備に努めている。体調が優れない時には、休息がとれるよう静養室を

設置し、必要時はゆっくりと休めるよう布団も用意されている。また、フロアにはテーブ

ルがあり、持参した食事をレンジで温め、ゆっくりと休憩をとることができる空間が準備

されている。 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(４)  機能訓練・生活訓練 

A

⑩ 

Ａ-２-(４)-① 利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行

っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

非該当 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(５)  健康管理・医療的な支援 

A

⑪ 

Ａ-２-(５)-① 利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応

等を適切に行っている。 

ⓐ・b・c 
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<コメント> 

毎日の挨拶や作業日報を通して、利用者の健康状態の把握に努めている。PCに支援記

録を入力し職員間で情報を共有している。体調が優れないなど支援が必要な時には迅速に

対応できるよう緊急連絡先を確保し、通院先や服薬情報の把握に努めている。常日頃か

ら、病状や障がい特性に応じた対応が図られるよう職員間で支援の方法について検討して

いる。 

A

⑫ 

Ａ-２-(５)-② 医療的な支援を適切な手順と安全管理体制のもとに

提供している。 

a・b・c 

 

<コメント> 

非該当 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(６)  社会参加、学習支援 

A

⑬ 

Ａ-２-(６)-① 利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のた

めの支援を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

利用者の意向を尊重しながら学習の機会を設けている。社会参加のための外部講師を招

いたビジネスマナー研修を企画し、挨拶や電話対応など社会参加に必要なスキルやマナー

を学ぶ機会を設けている。 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(７)  地域生活への移行と地域生活の支援 

A

⑭ 

Ａ-２-(７)-① 利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や

地域生活のための支援を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

利用者の生活の場や就労場所など、希望を丁寧に聴き取り、相談支援事業所やハローワ

ークなどと連携を図り、地域生活へ移行できるよう支援している。企業見学に同行し職場

体験を支援、生活の場となる施設見学を一緒に行うなど、安心して移行できるよう取り組

んでいる。一般就労移行後も、定期的に利用者や企業と情報を共有し地域生活が継続でき

るよう支援している。 

 

 

 第三者評価結

果 

Ａ-２-(８)  家族等との連携・交流と家族支援 
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A

⑮ 

Ａ-２-(８)-① 利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行ってい

る。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

利用者の大半は自立している。利用者によっては、家族から個別支援計画を立案する時

に意向を伺うこともある。最近、浪費気味だと家族から相談を受けた時には、利用者とお

金の管理について話をするなどし、家族と連携を図りながら本人の保護に努めている。 

 

 

Ａ-３ 発達支援 

【障がい児支援（障害児入所支援、障害児通所支援）の評価において適用】 

 第三者評価結

果 

Ａ-３-(１)  発達支援 

A

⑯ 

Ａ-３-(１)-① 子どもの障がいの状況や発達過程等に応じた発達支

援を行っている。 

a・b・c 

 

<コメント> 

非該当 

 

 

 Ａ-４ 就労支援 

  【就労支援（就労移行支援、就労継続支援 等）の評価において適用】 

 第三者評価結

果 

Ａ-４-(１) 就労支援  

A

⑰ 

Ａ-４-(１)-① 利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っ

ている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

利用者と面談を行い、希望や体調に考慮しながら就労支援を行っている。毎日作業を選

ぶことができる体制となっている。最初は、工期のない作業から、段階的に工期のある作

業に移行するなど、個別支援計画に基づき利用者の働く力や可能性を引き出せるよう支援

している。定期販売会へ向け、SNSで情報を発信し作業意欲の維持・向上を図っている。 

 

A

⑱ 

Ａ-４-(１)-② 利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組

と配慮を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

障がい特性により、通所が難しい場合には、在宅ワークを取入れるなど、個々の状況に

合わせた仕事時間や仕事内容となるよう取り組んでいる。作業の工程を利用者と一緒に考

えカード化し、安心して取り組めるよう工夫している。朝礼終礼時や会議などでインシデ

ント・アクシデ ントを共有し事故の未然防止を図っている、労働安全衛生責任者を配置し、

毎月危険個所がないか、コンセントや配置の確認を行っている。 



22 

 

 

A

⑲ 

Ａ-４-(１)-③ 職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫

を行っている。 

ⓐ・b・c 

 

<コメント> 

賃金向上達成指導員が配置され、職場や受注先の開拓を行っている。利用者の希望と意

向を確認しながら、職場見学や体験の機会を作り利用者と企業等のマッチングを行ってい

る。一般就労へ移行した後も、定期的に職場へ訪問し利用者や企業の声を聴き調整を図る

など、地域関係機関と連携したフォローアップ体制を構築し就労が定着できるよう取り組

んでいる。 

 

 

 


